
報告第４号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

専決第４号 

専 決 処 分 書 

宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、次のとおり専決処分する。 

令和４年（２０２２年）３月３１日 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第１７号 

 宝塚市市税条例の一部を改正する条例 

宝塚市市税条例（昭和２９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第５０条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」に、「同

条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１条の８第６９項」を

「第３２１条の８第７１項」に改める。 

附則第９条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第１６項」を「附則第１５

条第１５項」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「附則第１５条第２３項」を

「附則第１５条第２２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条

第２４項第１号」を「附則第１５条第２３項第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第６項中「附則第１５条第２４項第２号」を「附則第１５条第２３項第２号」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第７項中「附則第１５条第２４項第３号」を「附則第１５条

第２３項第３号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項中「附則第１５条第２５項

第１号」を「附則第１５条第２４項第１号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項

中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に改め、同項を同

条第８項とし、同条第１０項中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第
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２６項第１号イ」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項中「附則第１５条第２７

項第１号ロ」を「附則第１５条第２６項第１号ロ」に改め、同項を同条第１０項とし、同

条第１２項中「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第１号ハ」に

改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附

則第１５条第２６項第１号ニ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項中「附則

第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条第２６項第２号イ」に改め、同項を同条第

１３項とし、同条第１５項中「附則第１５条第２７項第２号ロ」を「附則第１５条第２６

項第２号ロ」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「附則第１５条第２７項

第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同項を同条第１５項とし、同条

第１７項中「附則第１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に改

め、同項を同条第１６項とし、同条第１８項中「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附

則第１５条第２６項第３号ロ」に改め、同項を同条第１７項とし、同条第１９項中「附則

第１５条第２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同項を同条第

１８項とし、同条第２０項中「附則第１５条第３０項」を「附則第１５条第２９項」に改

め、同項を同条第１９項とし、同条第２１項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５

条第３３項」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第２２項中「附則第１５条第３５項」

を「附則第１５条第３４項」に改め、同項を同条第２１項とし、同条第２３項中「附則第

１５条第４２項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第２２項とし、同条第

２４項中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同項を同条第

２３項とし、同条中第２５項を第２４項とし、第２６項を第２５項とする。 

 附則第９条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、「熱

損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を

「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１１項中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特

定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失

防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改

める。 

 附則第１１条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の固定

資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の宝塚市市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度

分の固定資産税について適用し、令和３年度までの年度分の固定資産税については、な

お従前の例による。 

３ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）附則第１５条第２項第５号に規定する公共下水道を使用する

者が設置した除害施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 
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報告第５号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

専決第５号 

専 決 処 分 書 

宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和４年（２０２２年）３月３１日 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第１８号 

 宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例 

宝塚市都市計画税条例（昭和３３年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１６項」を「附則第１５条第１５項」

に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」

に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５条第３４項」

に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第３９項」

に改める。 

附則第７項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税に

あっては、１００分の２．５）」を加える。 

附則第１７項中「附則第８項」を「附則第７項、第８項」に改める。 

附則第１８項中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第２６項、第２９

項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで、第４２項若しくは第４３項」
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を「第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第２５項、第２８項、第３２項か

ら第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第４４項」に改める。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の宝塚市都市計画税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の都市計画税につ

いて適用し、令和３年度までの年度分の都市計画税については、なお従前の例による。 
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報告第６号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

専決第７号 

専 決 処 分 書 

民事調停法第１７条による決定について同法第１８条第１項による異議の申立てを行わ

ないことについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和４年（２０２２年）５月１１日 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

 宝塚市は、損害賠償請求調停事件に関し、令和４年４月２５日付けの民事調停法第

１７条による決定について、同法第１８条第１項による異議の申し立てを行わない。 

第１ 事件名  伊丹簡易裁判所 令和２年（ノ）第２７号 損害賠償請求調停事件 

 伊丹簡易裁判所 令和３年（ノ）第３８号 損害賠償請求調停事件 

第２ 当事者  申立人 あああああああああああああああ 

ああああああああ 

 相手方 宝塚市東洋町１番１号 

 宝塚市 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 宝塚市小浜１丁目１番１１号 

 公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社 

 代表理事 田名網 陽 子 

 あああああああああああああああああ 

 ああああああああ 

 あああああああああああああ 

第３ 民事調停法第１７条による決定の概要 

- 7-



１ 相手方らは、申立人に対し、本件事故により２３９万５１３４円の損害が申立人に

発生したことを認める。 

２ 申立人及び相手方らは、相手方らが、申立人に対し、前項の金員の３分の１に相当

する７９万８３７８円の債務を各自負担することを認める。 

３ 相手方宝塚市は、申立人に対し、前項の７９万８３７８円から既払金３３万５１３２

円（同相手方の加入する独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

による給付金）を控除した４６万３２４６円を、令和４年５月３１日限り、申立人の

指定する振込口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は相手方宝塚市の

負担とする。 

４ 相手方公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社（以下「相手方公社」という。）は、

申立人に対し、第２項の７９万８３７８円を令和４年５月３１日限り、申立人の指定

する振込口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は相手方公社の負担と

する。 

５ 相手方ああああああああ（以下「相手方ああああ」という。）は、申立人に対し、

第２項の７９万８３７８円を令和４年５月３１日限り、申立人の指定する振込口座に

振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は相手方ああああの負担とする。 

６(１) 申立人と相手方らは、申立人と相手方らとの間には、本件に関し、この決定に

定めるほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。 

(２) 相手方宝塚市と相手方公社及び相手方ああああは、相手方宝塚市と相手方公社

及び相手方ああああとの間には、本件に関し、この決定に定めるほかに何らの債

権債務のないことを相互に確認する。 

 (３) 相手方公社と相手方ああああは、相手方公社と相手方ああああとの間には、本

件に関し、この決定に定めるほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。 

７ 調停費用は各自の負担とする。 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。  
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議案第６５号 

宝塚市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市市税条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市市税条例等の一部を改正する条例 

 （宝塚市市税条例の一部改正） 

第１条 宝塚市市税条例（昭和２９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第２６条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３７条の３第１項に規定する確定申告書に

特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載がある

ときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

 第２６条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３７条の３第１項に規定する確定申告書に

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項

の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適

用しない。 

 第３５条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」

を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の個人の県民税」を「確

定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税」に改める。 

 第３７条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉

控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円以下であ

るものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一に

する配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶

者に該当しないもの」に改める。 

 第３７条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同項第４号とし、同項中第２

号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 
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(２) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色事業専従者に

該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する

事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が１３３万円以下であるものに限

る。次条第１項において同じ。）の氏名 

 第３７条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項中「者であって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第

５２条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有

する者であって、合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号に

おいて同じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所

得を有しない者」を加え、同項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同項第

４号とし、同項中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(２) 特定配偶者の氏名 

 第５２条の７中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

 附則第６条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和３年」

を「令和７年」に改める。 

附則第９条の２中第２５項を第２７項とし、第２４項を第２６項とし、第２３項を第

２４項とし、第２４項の次に次の１項を加える。 

２５ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

 附則第９条の２中第２２項を第２３項とし、第２項から第２１項までを１項ずつ繰り

下げ、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市町村の条例で定める割合は、５分の４と

する。 

 附則第１５条の４第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の

配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に

係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等

の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 
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 附則第１６条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７条の

８」に改める。 

 附則第１９条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第３７

条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記

載があるときに限り、適用する。 

 附則第１９条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第３７

条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記

載があるときに限り、適用する。 

 附則第１９条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の所得

税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改め、

「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市長が認めるときを含む。）」を削る。 

 附則第２４条を削る。 

 （宝塚市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 宝塚市市税条例等の一部を改正する条例（令和３年条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条のうち第３７条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年

齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を加え、「有し

ない者を除く」を「有する者」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(１) 第１条中宝塚市市税条例第３７条の３の２の見出し及び同条第１項並びに第３７

条の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第６条の３の２第

１項及び第１６条の２第３項の改正規定並びに同条例附則第２４条を削る改正規定

並びに第２条の規定並びに附則第２項及び第３項の規定 令和５年１月１日 

(２) 第１条中宝塚市市税条例第２６条第４項及び第６項、第３５条の９第１項及び第
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２項、第３７条の２第１項ただし書、第５２条の７の改正規定並びに同条例附則第

１５条の４第２項、第１９条の２第４項並びに第１９条の３第４項及び第６項の改

正規定並びに附則第４項の規定 令和６年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の宝塚市市税条例（次項、附則第５項及び第６項において

「新条例」という。）第３７条の３の２第１項の規定は、附則第１項第１号に掲げる規

定の施行の日（以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受

けるべき第３７条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項

に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定によ

る改正前の宝塚市市税条例（次項において「旧条例」という。）第３７条の３の２第１

項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書については、

なお従前の例による。 

３ 新条例第３７条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第

２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」と

いう。）について提出する新条例第３７条の３の３第１項に規定する申告書について適

用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３７条の

３の３第１項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

４ 附則第１項第２号に掲げる規定による改正後の宝塚市市税条例の規定は、令和６年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

５ 新条例附則第９条の２第２項の規定は、令和４年４月１日以後に取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正後の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下次項において「新法」という。）附則第１５条第２

項第５号に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設に対して課する令和５

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第９条の２第２５項の規定は、令和４年４月１日以後に指定された新法附

則第１５条第４４項に規定する貯留機能保全区域内の土地に対して課する令和５年度以

後の年度分の固定資産税について適用する。 
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議案第６６号 

宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例 

宝塚市都市計画税条例（昭和３３年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

附則第１９項を附則第２０項とし、附則第１８項を附則第１９項とする。 

附則第１７項中「附則第７項及び第９項」を「附則第８項及び第１０項」に、「附則第

７項及び第１０項」を「附則第８項及び第１１項」に、「附則第７項、第８項、第１０項

及び第１１項」を「附則第８項、第９項、第１１項及び第１２項」に、「附則第１０項か

ら第１２項まで」を「附則第１１項から第１３項まで」に、「附則第１２項」を「附則第

１３項」に、「附則第１３項から第１５項まで」を「附則第１４項から第１６項まで」に、

「附則第１４項」を「附則第１５項」に改め、同項を附則第１８項とする。 

附則第１６項の前の見出しを削り、同項を附則第１７項とし、同項の前に見出しとして

「（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等）」を付する。 

附則第１５項を附則第１６項とし、附則第１４項を附則第１５項とする。 

附則第１３項の前の見出しを削り、同項を附則第１４項とし、同項の前に見出しとして

「（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の都市計画税の特例）」を

付する。 

附則第１２項を附則第１３項とする。 

附則第１１項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１２項とする。 

附則第１０項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１１項とする。 

附則第９項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１０項とする。 

附則第８項を附則第９項とする。 

附則第７項の前の見出しを削り、同項を附則第８項とし、同項の前に見出しとして「（宅

地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の特例）」を

付する。 
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附則第６項を附則第７項とし、附則第５項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

６ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の附則第６項の規定は、令和４年４月１日以後に指定された地方税法等の一部

を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）附則第１５条第４４項に規定する貯留機能保全区域内の土地に

対して課する令和５年度以後の年度分の都市計画税について適用する。 

 

- 14-



議案第６７号 

宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の

公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する

条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第 号 

宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の

公営に関する条例等の一部を改正する条例 

 （宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関す

る条例の一部改正） 

第１条 宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に

関する条例（平成６年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中 

「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

 （宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関

する条例の一部改正） 

第２条 宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営

に関する条例（平成６年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００円」を 

「３１６，２５０円」に改める。 

（宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する

条例の一部改正） 

第３条 宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関

する条例（平成１９年条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条及び第５条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

 附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動

用自動車の使用の公営に関する条例の規定、第２条の規定による改正後の宝塚市議会の

議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定

及び第３条の規定による改正後の宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運

動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後その期日を告示される宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙について適用

し、施行日の前日までに告示された宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙については、

なお従前の例による。 
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議案第６８号 

宝塚市立病院条例の一部を改正する条例の制定について 
 宝塚市立病院条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 
 令和４年（２０２２年）５月２０日提出 
 宝塚市長 山 﨑 晴 恵  
宝塚市条例第  号 

宝塚市立病院条例の一部を改正する条例 
 宝塚市立病院条例（昭和５９年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 
 別表第１初診加算の項中「５，０００円」を「７，０００円」に、「３，０００円」を

「５，０００円」に改め、同表再診加算の項中「２，５００円」を「３，０００円」に、

「１，５００円」を「１，９００円」に改める。 

附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 
２ 改正後の別表第１の規定は、令和４年１０月１日以後に受ける診療に係る初診加算及

び再診加算について適用し、同日前に受けた診療に係る初診加算及び再診加算について

は、なお従前の例による。  
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議案第６９号 
 宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 
 令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵  
 

宝塚市条例第  号 

宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例の一部を改正する条例 

宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例（昭和３９年条例第３０号）の一部を次のように

改正する。 

別表宝塚市立小浜幼稚園の項及び宝塚市立西山幼稚園の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第７０号 

宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵   
宝塚市条例第  号 

宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例 

宝塚市都市公園条例（昭和４４年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 
別表第１中 

「 

山手台東３丁目さくらの丘公園 宝塚市山手台東３丁目７番１３４９ 
  」 

を 

｢ 

山手台東３丁目さくらの丘公園 
平井第４公園 宝塚市山手台東３丁目７番１３４９ 

宝塚市平井３丁目１５０番３ 
 ｣ 

に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７１号 

宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 宝塚市営住宅管理条例（平成９年条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項第９号中「者を含む。」の次に「以下この号ウ及び第９条第４項におい

て単に「被害者」という。」を加え、「ア又はイ」を「アからウまで」に改め、同号に次

のように加える。 

ウ 婦人相談所による被害者の保護に関する証明書が発行されている者その他これ

に類する者 

 第９条第４項中「配偶者暴力防止等法第１条第２項に規定する」を削る。 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７２号 

 訴えの提起について 

 次のとおり訴えの提起をしようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定により、

議会の議決を求める。 

 令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 相手方  あああああああああああああああ 

 ああああああああ 

２ 請求の趣旨 

 (１) 相手方は、宝塚市に対し、市営ああああああああああああああああああああああ

ああを明け渡せ。 

(２) 相手方は、宝塚市に対し、市営住宅に係る平成２１年１０月分から令和４年４

月２０日分までの滞納家賃及び駐車場に係る平成２２年１１月分から令和４年４月

２０日分までの滞納使用料の合計額金２，０６０，０００円の金員を支払え。 

 (３) 相手方は、宝塚市に対し、令和４年４月２１日以後、(１)の明渡し済みに至るま

で市営住宅につき１月４３，４００円及び駐車場につき１月１６，０００円の割合

による金員を支払え。 

 (４) 訴訟費用は相手方の負担とする。 

 との判決並びに(２)及び(３)につき仮執行の宣言を求める。 

３ 事件に関する取扱い及び方針 

 本件訴訟における和解の実施につき、市長に一任する。 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第７３号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4562 4562号線 

起 

点 
平井3丁目160番2 

 ｍ 
 

206.45 

ｍ 

最大  6.00 
 

最小  6.00 
終 

点 
平井3丁目170番23 
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議案第７４号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 
 

4563 4563号線 

起 

点 
山本中3丁目57番15 

 ｍ 
 

40.30 

ｍ 

最大  5.00 
 

最小  4.50 

 

 

終 

点 
山本中3丁目57番11 

4564 4564号線 

起 

点 
山本中3丁目57番12 

 ｍ 
 

35.00 

ｍ 

最大  2.00 
 

最小  2.00 

歩行者 

専用道路 

 終 

点 
山本南1丁目1番9 
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議案第７５号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4565 4565号線 

起 

点 
野上4丁目30番6 

 ｍ 
 

46.00 

ｍ 

最大  5.50 
 

最小  5.15 
終 

点 
野上4丁目33番8 
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議案第７６号 

市道路線の認定変更について 

 次のとおり市道路線を認定変更しようとするので、道路法第１０条第３項の規定により、

議会の議決を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

 
 

路 線 名 

 

認 定 区 間 

重要な 

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

3270 

変

更

前 

3270号線 

起

点 
宝梅3丁目53番1 

 ｍ 
 

 153.70 

ｍ 

最大 4.90 
 

最小 2.30 
終

点 
宝梅3丁目51番 

変

更

後 

3270号線 

起

点 
宝梅3丁目53番1 

 ｍ 
 

176.05 

ｍ 

最大 4.90 
 

最小 2.30 
終

点 
宝梅3丁目46番9 
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議案第７７号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  あああああああああああああああああ 

氏 名  森  増 夫 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第７８号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  あああああああああああああああ 

氏 名  村 上 真 二 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 37-



- 38-



議案第７９号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  ああああああああああああああ 

氏 名  簗 田 敏 弘 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第８０号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  ああああああああああああ 

氏 名  柴  俊 一 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第８１号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  あああああああああああああああああ 

氏 名  尾 崎 和 之 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第８２号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  ああああああああああああ 

氏 名  石 橋  豊 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第８３号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  あああああああああ 

氏 名  酒 井 勝 宏 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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諮問第２号 

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

宝塚市の区域の人権擁護委員１３人のうち１人の任期が、令和４年１２月３１日をもっ

て満了するため、次の者を委員の候補者として法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員

法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和４年（２０２２年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

人権擁護委員の候補者として推薦しようとする者 

住 所  あああああああああああ 

氏 名  足 立 有 里 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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